
令和５年度第２回戸田市国民健康保険運営協議会書面開催議事報告に

ついて 

 

【開催日】令和５年９月２８日（木） 

※全委員の意見に対する承認を集約した日を以て開催日とする。 

 

【開催方法】書面開催 

 

【出席委員】１５名（回答書により返信） 

 

【公開方法】戸田市ホームページにて報告内容を議事録として公開 

 

【審議案件】 

【議案１】令和５年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

【議案２】令和４年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

 

 

 

 

 



令和５年度第２回戸田市国民健康保険運営協議会（書面開催）議事案件について、

下記のとおり報告します。 

 

【議案１】令和５年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

ご意見・ご質問 

 特になし 

 

【議案２】令和４年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

ご意見・ご質問 

 特になし 

 

その他のご意見・ご質問について 

【ご質問】 

令和５年度も、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減

免制度があるのでしょうか。 

 【回答】 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国

民健康保険税の減免については、国からの財政支援が令和４年度をもって終了

したため、令和５年度の国民健康保険税に対しては、実施しません。 

なお、法令改正に伴う新たな減免制度として、出産をする被保険者の産前産

後期間に係る国民健康保険税の免除措置が令和６年１月から導入されます。こ

のことに関しましては、追って、国保運協の会議の中でご報告させていただき 



ますので、よろしくお願いします。 

 

令和５年９月２８日 

議事録確認者    齊藤 恭平   

 



 
令和５年度第２回 戸田市国民健康保険運営協議会 

会議次第（書面開催） 
 

 

 

審議案件 

 議案１ 令和５年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 議案２ 令和４年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案１ 
 

令和５年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 
 

歳入 

〇出産育児一時金臨時補助金の交付に伴う補正 

(1) 内容 

 令和５年４月１日から出産育児一時金の額が５０万円に引き上げられたことを受け

て、国が今年度限りで 「出産育児一時金臨時補助金」を交付することに伴い、補正する

ものです。 

(2) 補正額等について 

（単位：千円） 

款 項 目 大事業 中事業 節 補正前の額 補正額 

8 1 1 1 1 5 出産育児一時金

臨時補助金 

0 485 

※上記補正額は、令和４年度の出産育児一時金の支給実績（９７件）に補助単価５千円を

掛けた金額であり、令和５年度の支給実績に基づく交付金の額の確定後、改めて補正を行

います。 
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歳出 

〇国民健康保険システムの改修に伴う補正 

(1) 内容 

 令和６年１月から、出産した被保険者に係る国民健康保険税の免除措置が導入されるこ

とに伴い、既存の国民健康保険システムの改修のための費用を補正するものです。 

(2) 補正額等について 

（単位：千円） 

款 項 目 大事業 中事業 節 補正前の額 補正額 

1 2 1 1 1 12 委託料 5,913 7,018 

※上記補正額については、県から「特別調整交付金」として財政支援が予定されています。 

 

〇国民健康保険事業費納付金の額の確定に伴う補正 

(1) 内容 

埼玉県に納付する国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）について、埼玉

県から示された試算額を用いて予算を計上していましたが、本算定を経て、令和５年２月

１５日付けで通知された決定通知書の額に基づいて補正するものです。 

(2) 補正額等について 

（単位：千円） 

納付金の種別 補正前の額 納付金決定額 補正額 

医療分 2,393,462 2,418,376 24,914 

後期高齢者支援金等分 901,272 895,108 －6,164 

介護納付金分 383,148 358,922 －24,226 

合計   －5,476 

※上記補正額（-5,476 千円）については、一般会計からの繰入金で調整を行います。 
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議案２ 
 

令和４年度戸田市国民健康保険事業特別会計決算について 

資料１～資料４ 解説 

 

資料１について 

１ 歳入 

(1) 国民健康保険税 

予算現額 2,585,958,000 円に対して、決算額 2,754,529,763 円で、歳入全体に占め

る割合は、25.2％です。 

(2) 県支出金 

 療養諸費や高額療養費等の保険給付に相当する額を県が交付するもので、予算現額

7,218,736,000 円に対して、決算額 6,908,620,046 円で、歳入全体に占める割合は、

63.1％です。 

(3) 繰入金 

 低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補填する保険基盤安定制度に基づく繰

入金、出産育児一時金の 3 分の 2 の公費負担に相当する額の繰入金その他歳入不足に

対する一般会計からの法定外繰入金（505,769,000 円）です。予算現額 986,220,000

円に対して、決算額 976,681,711 円で、歳入全体に占める割合は、8.9％です。 

(4) その他 

新型コロナウイルス感染症等の影響による減免制度の状況  

 減免件数 減免金額（千円） 

令和４年度課税分 49 7,416 
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資料２について 

２ 歳出 

(1) 保険給付費 

  被保険者とその家族（被扶養者）が業務以外で発症した病気やけがに対して、医療機

関を受診したり、出産や死亡したりしたときなど、各種給付金の支給に要した費用で

す。予算現額 7,124,079,000 円に対して、決算額 6,771,812,359 円で、歳出全体に占め

る割合は、63.7％です。 

 

 （主な保険給付費について） 

・療養給付費 被保険者が通院、入院、薬剤処方等の医療に要した費用のうち、保険者負担

分に相当するものです。（保険給付費の内、約 98％） 

・療養費   被保険者が医療に要した費用全額を医療機関等へ支払った後、申請により被

保険者に対して現金で保険者負担分を支給するもので、緊急時に保険証の持

参なく医療機関で治療を受け、医療費全額を支払いした場合に申請していた

だくものです。 

・高額療養費 被保険者の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合に支給するもので

す。（保険給付費の内、約 1.4％） 

 

(2) 国民健康保険事業費納付金 

平成 30 年度の国保広域化により国保財政の運営主体が埼玉県になりましたことから、

「国保事業納付金」として県へ納付するもので予算現額 3,639,571,000 円に対して、決

算額 3,639,569,566 円で、歳出全体に占める割合は、34.2％です。 
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(3) 保健事業費 

保健事業費につきましては、予算現額 169,985,000 円に対して、決算額 115,817,281

円で、歳出全体に占める割合は、1.1％です。執行率が約 68％である要因としては、特

定健康診査の受診者について、予算では 7,700 人を予定していましたが、実際には、約

5,400 人であったためです。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、受診を

控える方が多かったことが主な原因であると考えられます。 

 

（主な保健事業費について） 

・特定健康診査等事業費 ４０歳以上の被保険者を対象とする特定健康診査及び特定保健指

導に係る費用。「第３期戸田市国民健康保険特定健康診査等実施

計画」に基づき実施しています。 

・保健衛生普及費    がん検診、生活習慣病重症化予防対策事業分担金、人間ドックの

補助に係る費用。「第２期データヘルス計画」に基づき実施して

います。 
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資料３について 

３ 被保険者数の推移 

被保険者数については、団塊の世代が後期高齢者医療制度の対象になっていくこと、

社会保険適用拡大により現役世代を中心に社会保険への切り替えが進んでいることなど

により、減少が続いています。 

 

資料４について 

４ 療養諸費及び一人当たりの医療費 

前期高齢者を含む一般被保険者全体（0～74 歳）の１人当たりの医療費は約 33.4 万円

であり、埼玉県内の平均である約 34.3 万円と比較すると低い水準にあります。これは、

戸田市の平均年齢は 41.7 歳（令和４年 1 月 1 日現在）と県内一若いまちであるためと考

えられます。 

一方で、前期高齢者（65 歳～74 歳）のみに着目すると、戸田市が約 57.8 万円である

のに対し、埼玉県内の平均では約 49.7 万円であり、約８万円高額になっております。 

医療費は年齢の上昇に伴って高くなるといわれており、前期高齢者の医療費が、医療

費全体に大きな影響を及ぼしていくことが想定されることから、引き続き医療費削減と

健康増進事業の推進が求められています。 
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【歳入】 （単位：円）

1 2,585,958,000 3,860,228,561 2,754,529,763 163,972,198 954,955,297 168,571,763

2 34,000 70,400 70,400 0 0 36,400

3 7,218,736,000 6,908,620,046 6,908,620,046 0 0 -310,115,954

4 15,000 15,000 15,000 0 0 0

5 986,220,000 976,681,711 976,681,711 0 0 -9,538,289

6 233,391,000 233,391,829 233,391,829 0 0 829

7 53,955,000 66,969,012 67,026,612 0 0 13,071,612

8 7,000 7,000 7,000 0 0 0

11,078,316,000 12,045,983,559 10,940,342,361 163,972,198 954,955,297 -137,973,639

翌年度繰越金額
（差引額）

予算現額

使用料及び手数料

繰入金

諸収入

財産収入

繰越金

国庫支出金

県支出金

歳入合計

310,887,556

収入未済額 予算差引額収入済額

国民健康保険税

不納欠損額調定額款

25.2%

63.1%

8.9%

収入済額の内訳

国民健康保険税
使用料及び手数料
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
国庫支出金

国民健康保険税

繰入金

県支出金

資料１
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【歳出】 （単位：円）

1 77,888,000 61,053,814 16,834,186

2 保険給付費 7,124,079,000 6,771,812,359 352,266,641

3 国民健康保険事業費納付金 3,639,571,000 3,639,569,566 1,434

4 保健事業費 169,985,000 115,817,281 54,167,719

5 基金積立金 15,000 15,000 0

6 3,000 193 2,807

7 諸支出金 62,700,000 41,186,592 21,513,408

8 予備費 4,075,000 0 4,075,000

11,078,316,000 10,629,454,805 448,861,195

共同事業拠出金

歳出合計

款 予算差引額支出済額

総務費

予算現額

63.7%

34.2%

1.1%

支出済額の内訳

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

共同事業拠出金

諸支出金

予備費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

資料２
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（単位 : 人）

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

28,173 26,758 26,039 25,095 24,152

一般被保険者 28,100 26,748 26,039 25,095 24,152

退職被保険者等 73 10 0 0 0

※ 数値は平均被保険者数

被保険者数

再掲

被保険者数の推移

28,100
26,748 26,039 25,095 24,152

73

10
0

0
0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 2 3 4 5

被保険者数の推移

一般被保険者 退職被保険者等

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

（単位 : 人）

資料３
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年度
医療費
（円）

保険者負担額
（円）

一部負担金
（円）

被保険者数
（人）

一人当たり医療費
（円）

前年度比伸び率
（％）

一般被保険者
(前期高齢者含む)

7,622,228,874 5,543,373,295 2,078,855,579 26,039 292,724 0.88

前期高齢者（再掲） 4,018,897,894 3,015,007,270 1,003,890,624 7,502 535,710 2.18

一般被保険者
(前期高齢者含む)

7,909,832,583 5,775,633,479 2,134,199,104 25,095 315,196 7.68

前期高齢者（再掲） 4,092,373,058 3,091,391,675 1,000,981,383 7,352 556,634 3.91

一般被保険者
(前期高齢者含む)

8,056,887,482 5,870,998,682 2,185,888,800 24,152 333,591 5.84

前期高齢者（再掲） 4,032,956,087 3,042,751,020 990,205,067 6,975 578,202 3.87

【上記で使用している用語の説明】

①医療費 医療機関等を受診した際に支払われている総額
②保険者負担額 医療費の内、保険者である戸田市が医療機関等へ支払っている金額
③一部負担金 医療費の内、被保険者が医療機関等の窓口で支払っている金額
④被保険者数 戸田市国民健康保険に加入している人数 (年度平均)
⑤一人当たり医療費 医療費を被保険者数で除したもの
⑥前期高齢者 一般被保険者のうち、65歳以上75歳未満の方

療養諸費及び一人当たりの医療費

R2

R3

R4

292,724 315,196 333,591

535,710 556,634
578,202

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

R2 R3 R4

（単位：円）一人当たり医療費の推移

前期高齢者

一般被保険者

資料４
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